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就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
と

巡
回
相
談
会

　

求
職
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
向

け
の
①
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
と
就

労
に
関
す
る
②
巡
回
相
談
会
、
ま

た
シ
ニ
ア
世
代
の
社
会
参
加
活
動

に
関
す
る
③
ぷ
ら
っ
と
巡
回
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

※
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
・
巡
回
相

談
会
は
雇
用
保
険
受
給
中
の
就
職

活
動
の
実
績
に
な
り
ま
す

▼
開
催
日
・
会
場
＝
12
月
27
日

（水）

佐
野
市
役
所
601
・
602
会
議
室
（
６

階
）、
１
月
25
日

（木）
栃
木
県
庁
足

利
庁
舎
202
号
室

▼
時
間
＝
①
午
前
10
時
30
分
～
正

午
、
②
・
③
午
後
１
時
～
４
時

▼
申
込
＝
実
施
日
の
前
日
午
後
４

時
ま
で
に
電
話
で
各
会
場
の
あ
る

担
当
窓
口
ま
で

佐
野
市
商
工
・
企
業
誘
致
課

☎
（２０）
３
０
４
０

足
利
労
政
事
務
所

☎
０
２
８
４

（４１）
１
２
４
１

■
問
合
せ
＝

①
・
②
は
と
ち
ぎ
ジ
ョ
ブ
モ
ー
ル

☎
０
２
８（
６
２
３
）３
２
２
６

③
は
と
ち
ぎ
生
涯
現
役
シ
ニ
ア
応

援
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
２
２
）３
０
１
８

も
、
継
続
し
て
入
札
参
加
を
希
望

す
る
場
合
は
書
類
の
提
出
が
必
要

で
す
（
該
当
の
業
者
の
方
へ
は
別

途
郵
送
に
て
案
内
し
ま
す
）。

　

申
請
は
直
接
ま
た
は
郵
送
で
、

契
約
検
査
課（
６
階
）

〒
３
２
７
‐
８
５
０
１

住
所
不
要
へ

■
問
合
せ
＝
同
課
☎

（２０）
３
０
２
７

※
申
請
書
類
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
入
札
・
契
約
情
報
」

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

●
建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
の
入
札
希
望
者

▼
参
加
資
格
＝
直
前
２
年
間
の
各

営
業
年
度
中
に
完
成
工
事
高
ま
た

は
業
務
実
績
が
あ
る
こ
と
な
ど

▼
提
出
書
類
＝
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
な
ど　

▼
申
請
＝
１
月
15
日

（月）
～
29
日

（月）

（
必
着
）

●
物
品
納
入
、
業
務
委
託
な
ど
の

入
札
等
希
望
者
（
市
と
取
引
き
を

希
望
す
る
方
）

▼
参
加
資
格
＝
直
前
２
年
間
の
各

営
業
年
度
中
に
業
務
実
績
が
あ
る

こ
と
な
ど　

▼
提
出
書
類
＝
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
な
ど

▼
申
請
＝
随
時
受
付

さ
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
開
催

交
通
規
制
に
ご
協
力
を

　

12
月
10
日

（日）
に
運
動
公
園
陸
上

競
技
場
を
発
着
点
と
し
て
、
さ
の

マ
ラ
ソ
ン
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

会
場
周
辺
の
ほ
か
、
フ
ル
マ
ラ

ソ
ン
の
コ
ー
ス
で
は
交
通
規
制
が

あ
り
ま
す
の
で
、
走
路
員
な
ど
の

指
示
に
従
い
通
行
さ
れ
ま
す
よ

う
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
町
会
班
回
覧
の
さ

の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
チ
ラ
シ
、
市

ま
た
は
さ
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
の
ス
タ
ー
ト
は

午
前
９
時
30
分
～
（
制
限
時
間
５

時
間
30
分
）
■
問
合
せ
＝
ス
ポ
ー

ツ
立
市
推
進
課
☎

（２０）
３
０
４
９

入
札
希
望
者
は
申
請
が

必
要
で
す

　

平
成
30
年
度
に
市
が
発
注
す
る

建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
な
ど
、
ま
た
は
物
品
納

入
、
業
務
委
託
な
ど
の
入
札
に
参

加
を
希
望
す
る
業
者
の
方
（
市
と

取
引
き
を
希
望
す
る
方
）
は
、
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
29
・
30
年
度
の
申
請
を
し

て
あ
る
市
内
、
準
市
内
業
者
の
方

佐野市へ移住する方の
「フラット３５」の金利がお得になります

　市と住宅金融支援機構との協定により、佐野市に移住される方

の長期固定金利住宅ローン「フラット３５」の借入金利が、当初

５年間、年０．２５％引き下げられる優遇制度がスタートしました。

▲

対象者＝

①子育て支援型

　「佐野市若者移住定住促進奨励金」の対象（見込）者で、１８歳未

　満のお子さんがいる方

②地域活性化型　「佐野市空き家改修費用補助金」の対象（見込）者

※詳しくはお問い合わせください

■問合せ＝空き家対策室☎（２０）３０２８

　住宅金融支援機構お客様コールセンター

　☎０１２０－０８６０－３５

第
10
回「
失
業
者
村
」

も
ち
つ
き
大
会

　

失
業
さ
れ
た
方
も
雇
用
に
不
安

の
あ
る
方
も
炊
き
出
し
に
参
加
し

て
食
事
を
ご
一
緒
に
。
生
活
、
労

働
相
談
も
実
施
し
ま
す（
無
料
）。

▼
日
時
＝
12
月
10
日

（日）
午
前
11
時

～　

▼
会
場
＝
勤
労
者
会
館

■
問
合
せ
＝
佐
野
地
区
労

☎
（２２）
２
６
３
３

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

の
刃
物
と
ぎ

▼
日
時
＝
12
月
13
日

（水）
午
前
９
時

～
午
後
４
時
▼
会
場
＝
大
橋
シ
ル

バ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ　

※
料
金
な
ど
は
直
接
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
田
沼
、
葛
生
の
連

絡
所
で
も
随
時
開
催
中
で
す

■
問
合
せ
＝
同
セ
ン
タ
ー

☎
（２３）
７
７
６
５
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

佐
野
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
２
０
１
７
の
有
効
期
限

　

商
品
券
の
有
効
期
限
は
12
月
31

日
（日）
で
す
。
お
手
持
ち
の
商
品
券

は
、
お
早
め
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
佐
野
商
工
会
議
所

☎
（２２）
５
５
１
１

農
業
用
免
税
証
の
交
付
に

つ
い
て　

　

ト
ラ
ク
タ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
な

ど
軽
油
を
燃
料
と
す
る
農
業
用
機

械
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
耕
作

面
積
に
応
じ
て
、
軽
油
引
取
税
が

免
税
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

継
続
し
て
免
税
証
の
交
付
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
と
お
り
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
初
め
て
の
方
や
変
更
が

あ
る
方
は
、
安
足
県
税
事
務
所
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
間
＝
１
月
10
日

（水）
～
12

日
（金）
▼
申
請
場
所
＝
安
蘇
庁
舎

▼
必
要
書
類
＝
免
税
軽
油
使
用
者

証
、
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係

る
報
告
書
、
免
税
軽
油
を
購
入
し

た
納
品
書
な
ど（
写
し
可
）、
印
か

ん　■
問
合
せ
＝
安
足
県
税
事
務
所

☎
（２３）
１
４
５
８

林
業
退
職
金
共
済
制
度
の

退
職
金
請
求

　

以
前
、
林
業
の
仕
事
に
従
事
さ

れ
た
こ
と
が
あ
り
、
林
業
退
職
金

共
済
制
度
に
加
入
し
て
い
た
、
も

し
く
は
加
入
し
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
方
で
、
退
職
金
請
求
手
続
き

を
し
た
心
当
た
り
の
な
い
方
は
、

退
職
金
を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
当
時

の
加
入
の
有
無
に
つ
い
て
も
確
認

を
行
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
最

寄
り
の
支
部
ま
た
は
本
部
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
独
立
行
政
法
人
勤
労

者
退
職
金
共
済
機
構

林
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

☎
０
３（
６
７
３
１
）２
８
８
７

足
利
佐
野
都
市
計
画
の

案
の
縦
覧

　

建
築
基
準
法
改
正
に
伴
う
足
利

佐
野
都
市
計
画
地
区
計
画
（
４
地

区
）
の
変
更
の
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

意
見
の
あ
る
方
は
市
長
に
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
都
市
計
画
の
案
＝
足
利
佐
野
都

市
計
画
地
区
計
画
の
変
更

▼
対
象
地
域
＝
①
高
萩
町
、
越
名

町
、
鐙
塚
町
の
各
一
部
、
②
町
谷

町
、
関
川
町
、
黒
袴
町
の
各
一
部
、

③
戸
奈
良
町
、
石
塚
町
の
各
一
部
、

④
西
浦
町
、
黒
袴
町
の
各
一
部

▼
縦
覧
・
意
見
提
出
期
間
＝
12
月

８
日

（金）
～
22
日

（金）
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分（
土
・
日
曜
日

を
除
く
）

▼
縦
覧
場
所
＝
都
市
計
画
課（
５

階
）

▼
意
見
書
提
出
方
法
＝
縦
覧
場
所

に
用
意
し
て
あ
る
所
定
の
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
ま
た

は
郵
送
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

〒
３
２
７
‐
８
５
０
１

（
住
所
不
要
）
都
市
計
画
課

■
問
合
せ
＝
同
課
☎

（２０）
３
１
０
０

佐
野
田
沼
イ
ン
タ
ー
産
業

団
地
企
業
紹
介
展
を
開
催

し
ま
す

　

企
業
の
ポ
ス
タ
ー
や
製
品
な
ど

を
展
示
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
12
月
13
日

（水）
～
１
月
11

日
（木）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
12
月

29
日

（金）
～
１
月
３
日

（水）
は
午
後
７

時
ま
で
）

▼
会
場
＝
佐
野
市
紹
介
ス
ペ
ー
ス

（
市
役
所
１
階
）

■
問
合
せ
＝
商
工
・
企
業
誘
致
課

☎
（２０）
３
０
４
０

自動交付機をご利用ください　■問合せ＝市民課☎（２０）３０１６

　市役所が休みの日に、印鑑登録証明書や住民票が必要になったことはありませんか？

そんなときに便利なのが、自動交付機です。

▲

設置場所＝佐野市役所１階の南側入口　

▲

発行できる証明書＝住民票、印鑑登録証明書

▲

利用できる時間＝午前８時３０分～午後５時１５分（水・金曜日の窓口延長の日は午後７時まで）

　※１月１日（祝・月）～３日（水）は利用できません

　　また、停電、定期点検、故障などにより利用できない場合もあります

自動交付機を利用するには暗証番号が登録された印鑑登録証が必要です！

　すでに印鑑登録証をお持ちの方は、以下の窓口で暗証番号の登録をお願いします。

▲

窓口＝市民課、田沼・葛生の各行政センター、各支所

▲

手続きに必要なもの＝印鑑登録証、顔写真付きの本人確認書類（運転免許証やパスポートなど）

※手続きはご本人でないとできません

※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、お問い合わせください




